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I. 要約 

1 進捗 

1-1 投入進捗状況 

◼ 専門家の投入が予定通り実施された。 

◼ ローカルコンサルタント（ベースライン調査実施促進・監理）についても、予定通り投入された。 

  これら投入を以下の表 1に示す。 

表 1 日本人専門家、ローカルコンサルタント投入 

専門家／ローカルコンサルタント 期間 

総括/地域保健 1 6月～7月、9月～10月 

副総括/地域保健 2  7月～8月中旬 

母子保健  6月～7月中旬、8月中旬～9月 

栄養改善 9月下旬～10月上旬 

栄養改善 2 8月下旬 

ヘルスプロモーション・住民参加 8月中旬～9月中旬 

業務調整/研修計画 6月～7月中旬、8月中旬～9月上旬、10月 

ローカルコンサルタント 

（ベースライン調査実施促進・監理） 

6月下旬～10月上旬 

 

1-2 活動進捗状況 

◼ 2016年 6月 2日より現地業務が開始された。グアテマラ国保健省関係者へプロジェクトおよび活動

についての説明等を適宜行い、保健大臣交代後（2016年 7月末）の新体制が推進している「包括保

健モデル（Modelo Incluyente en Salud: MIS）」に基づき、そのモデルとプロジェクトの成果が密接

に関連していることを確認した。 

◼ ベースライン調査の実施（2016年 6月～2016年 10月末）調査は以下の 4つ：①保健医療施設およ



PM Form 3-1 Monitoring Sheet Summary 

2 

び保健管区事務所等からの情報、指標、データ収集、②保健医療施設における 2歳未満児の栄養に

関する知識・態度・行動（Knowledge, Attitude, Practice: KAP）調査、③家庭訪問による母子保健と

栄養に関する KAP 調査、食事調査および生活環境観察、④フォーカス・グループ・ディスカッシ

ョン（Focus Group Discussion: FGD）。 

◼ 研修項目（案）および活用可能な既存の研修教材等の抽出、研修計画・プログラムの詳細作成（方

法、日程、講師の有無を含む）や、教材・資料の十分な増刷と配備が課題として残った。 

◼ 第 2回合同調整委員会（Joint Coordination Committee: JCC）を通じ、PDM（第 1案）が共有され（R/D

変更のためのミニッツ署名を予定していることから JCCでは第 1案の共有に留まった）、パイロッ

ト市と第 2期プロジェクト方針が承認された。（別添：第 2回 JCC議事録） 

 

1-3 成果の達成状況 

➢ 成果 1「キチェ保健管区及びイシル保健管区事務所の母子保健・栄養サービスの運営能力が向上す

る」 

◼ 本 6か月間における指標の計測はない。本成果達成のために実施する活動としてモニタリング・ス

ーパービジョン（Supervision: SV）の強化がある（活動 1-1）。今期は、同活動の現状について確認

を行った。その結果、活動にかかる十分な予算がない、本省と地方が一体のシステムとなっていな

い、優先順位が低く実施されないことがあるといった課題が抽出された。今後、本省が「包括保健

モデル」に沿った研修を計画しており、内容としては保健ポストの設備や資機材の管理、保健統計

などのデータ収集、啓発等の活動実施および管理、保健ポストにおいて診察中にコンピテンシーの

レベルをチェックし、その分析を行うことなどが挙がっている。これら方法・内容にいついては、

第 2期のパイロット活動を通じて、実施、検討・改善を行っていく。また別途、キチェ保健管区事

務所とキチェ地域病院で実施されている妊産婦死亡症例検討会に関する情報収集も行った（活動

1-2）。 

 

➢ 成果 2「三次医療施設と連携して、一次・二次保健医療施設の母子保健・栄養サービスが向上する」 

◼ 本 6か月間における指標の計測はない。本成果指標の達成に関連した活動として、既存の教育教材

の調査を通じた活用の可能性の確認（活動 2-1）、基礎的医療機材のインベントリー調査（活動 2-1）

を行った。第 2期では、パイロット地域での母子保健・栄養サービス向上にかかる研修が開始され

る計画であるため、モニタリング・SV、母子保健・栄養改善、ヘルスプロモーションに関する研修

項目についても絞り込みを行った（活動 2-3）。特に、母子保健・栄養改善では、産前・産後検診

（ハイリスク妊娠の診断）、産前・産後の危険徴候（リファラル体制）、成長モニタリングと発達

診断、妊婦・乳幼児の栄養といったテーマについて取り組む計画である。内容については、第 2期

のパイロット活動実施を通じて具体化していく必要がある。 

 

➢ 成果 3「母子保健・栄養に関するコミュニティ活動を実施する能力が向上する」 

◼ 本 6か月間における指標の計測はない。本期間では、コミュニティリーダー等による住民の保健活

動の現状を確認するため、保健管区事務所からのベースライン調査項目に関する情報収集と、コミ

ュニティにおける FGDによる情報収集を行った。FGDの結果、抽出されたコミュニティの主なニ

ーズは以下のようなものであった。 
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・保健医療施設とコミュニティリーダー間の連絡体系の確立。 

・緊急時の連絡方法、緊急搬送体制の整備。 

・アクセス困難な妊産婦のモニタリングの強化。 

また、各保健管区におけるヘルスプロモーション活動の実施体制、研修の現状、活動されている教

材、研修対象者等についても整理を行い、第 2期の活動の方向性についてカウンターパートらと確

認を行った。コミュニティレベルにおける母子保健・栄養活動を促進するためには、コミュニティ

リーダーや住民組織の能力強化が重要となる。医療従事者の協力のあり方、地域の特色に鑑みた活

動の考案等、総合的に取り組む必要があり、プロジェクトとしては引き続きその方法論について整

理・検討していく。 

※ 「コミュニティリーダー」とは、保健委員会、宗教的リーダー、住民組合、ヘルスプロモーター、

伝統的産婆、市民社会組織などで活動する人材を指す。 

 

➢ 成果 4「プロジェクトの結果が保健省の戦略実施において認知され、対外的に発信される」 

 【指標 1】保健省が開催する会議で本プロジェクトの成果と教訓を共有する。 

◼ 本 6か月間における指標の計測はない。本期間では、計画にそって 2回の JCCおよび 1回の運営委

員会（Steering Committee: SC）が開催され、プロジェクトの内容、方針・計画、活動進捗等に関す

る共有が図られた。第 1回 JCCでは、PDM ver.0および実施体制の説明、SC のメンバー承認、ワ

ークプランの承認がなされた。第 1回 SCでは、PDM（第 1版案）、パイロット市案および本邦研

修計画の確認、ベースライン調査プレ報告が実施された。第 2 回 JCC では、PDM（第 1 版案）が

共有され、パイロット市と第 2期プロジェクト方針が承認された。 

 

1-4 プロジェクト目標の達成状況 

◼ 【プロジェクト目標】キチェ県 12 市において妊産婦と 2 歳未満児に対する母子保健・栄養サービ

スが改善される 

◼ 本 6 か月間における指標の計測はない。本期間では、PDM 内のプロジェクト指標の定義を明確化

するとともに、ベースライン調査を通じて各指標の開始値を決定した。以下、表 2、3 プロジェク

ト目標指標の変更（比較）を参照。 

 

表 2 プロジェクト目標指標の変更（比較）キチェ保健管区 

 PDM指標（第 0版） 
PDM指標（第 1版） 

R/D署名によって変更・承認予定 

指標 1 産前健診を規範・規則に応じて受けた割合が
2015年のXXからXXまで増加する。 

初回産前健診を規範・規則に応じて 12週まで
に受けた割合が 2015 年の 32.7%から XX%ま
で増加する。 

産前健診を規範・規則に応じて最低 4 回受け
た割合が2015年のXX%からXX%まで増加す
る。 

指標 2 施設分娩率が 2015年のXXからXXまで増加
する。 

施設分娩率が 2015年の 22.6%から 30%まで増
加する。 

指標 3 予防接種率が 2015年のXXからXXまで増加
する。 

予防接種率が 

OPV 3 2015年の82.3%から95%まで増加する。 
5種混合（DPT、HepB、Hib） 2015年の 76.9%

から 95%まで増加する。 
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 PDM指標（第 0版） 
PDM指標（第 1版） 

R/D署名によって変更・承認予定 

BCG 2015年の 86.9%から 95%まで増加する。 

指標 4 成長モニタリングを受ける 2 歳未満児の割合
が 2015年のXXからXXまで増加する。 

a. 成長モニタリングを受け始める 1 歳未満児
の割合が 2015 年の 43%から XX%まで増加す
る。 

b. 成長モニタリングを受け始める 1 歳以上 2

歳未満児の割合が 2015 年の 42%から XX%ま
で増加する。 

指標 5 生後 6 ヶ月までの完全母乳育児の割合が XX

からXXまで増加する。 

生後 6 ヶ月までの完全母乳育児により栄養状
態が正常な状態の 6 ヶ月未満児の割合が
40.5%から 60%まで増加する。 

指標 6 生後 6 ヶ月からの補完食の実施率が XX から
XXまで増加する。 

生後 6 ヶ月から 23 か月の補完食の実施によ
り、栄養状態が正常な 6-23 か月児の割合が
XX%からXX%まで増加する。 

指標 7 

↓ 

削除 

初回産前健診における微量栄養素を提供する
割合がXXからXXまで増加する。 

削除 

指標 8 

↓ 

指標 7 

 

保健省の規範・規則に沿って妊娠期の体重が
適切な範囲の妊婦の割合が XX から XX まで
増加する。 

保健省の規範・規則に沿って第 4回（36-38週）
健診時の体重が適切な範囲の妊婦の割合が 

a. XXからXXまで増加する（初回妊婦健診が
12週以前の場合）。 

b. XXからXXまで増加する（初回妊婦健診が
12週を過ぎた場合）。 

指標 8 追加 a. 産後（24時間以内）健診を規範・規則に応
じて受けた割合が 2015年のXXからXXまで
増加する。 

b. 産後（24-48時間）健診を規範・規則に応じ
て受けた割合が 2015 年の 26 から XX まで増
加する。 

c. 産後（42日以内）健診を規範・規則に応じ
て受けた割合が2015年の37.6からXXまで増
加する。 

 

表 3 プロジェクト目標指標の変更（比較）イシル保健管区 

 PDM指標（第 0版） 
PDM指標（第 1版） 

R/D署名によって変更・承認予定 

指標 1 産前健診を規範・規則に応じて受けた割合が
2015年のXXからXXまで増加する。 

初回産前健診を規範・規則に応じて 12週まで
に受けた割合が2015年の28%から38%まで増
加する。 

指標 2 施設分娩率が 2015年のXXからXXまで増加
する。 

施設分娩率（専門技能者が付き添うに分娩率）
が 2015年の 44%から 55%まで増加する。 

指標 3 予防接種率が 2015年のXXからXXまで増加
する。 

予防接種率が 95%を維持する。 

OPV3: 95% 

5種混合(DPT、HepB、Hib): 95% 

BCG: 95% 

指標 4 成長モニタリングを受ける 2 歳未満児の割合
が 2015年のXXからXXまで増加する。 

成長モニタリングを受ける 2 歳未満児の割合
が 2015年のXX%からXX%まで増加する。 

指標 5 生後 6 ヶ月までの完全母乳育児の割合が XX

からXXまで増加する。 

生後 6 ヶ月までの完全母乳育児により、栄養
状態が正常な6か月未満児の割合がXX%から
XX%まで増加する。 

指標 6 生後 6 ヶ月からの補完食の実施率が XX から
XXまで増加する。 

生後 6 ヶ月から 23 か月の補完食の実施によ
り、栄養状態が正常な 6-23 か月児の割合が
XX%からXX%まで増加する。 

指標 7 

↓ 

初回産前健診における微量栄養素を提供する
割合がXXからXXまで増加する。 

削除 
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 PDM指標（第 0版） 
PDM指標（第 1版） 

R/D署名によって変更・承認予定 

削除 

指標 8 

↓ 

指標 7 

 

保健省の規範・規則に沿って妊娠期の体重が
適切な範囲の妊婦の割合が XX から XX まで
増加する。 

保健省の規範・規則に沿って第 4回（36-38週）
健診時の体重が適切な範囲の妊婦の割合が 

a. XX%からXX%まで増加する（初回妊婦健診
が 12週以前の場合）。 

b. XX%から XX%まで増加する（初回妊婦健
診が 12週を過ぎた場合）。 

指標 8 追加 a. 産後（24時間以内）健診を規範・規則に応
じて受けた割合が2015年のXX%からXX%ま
で増加する。 

b. 産後（24-48時間）健診を規範・規則に応じ
て受けた割合が2015年のXX%からXX%まで
増加する。 

c. 産後（42日以内）健診を規範・規則に応じ
て受けた割合が2015年のXX%からXX%まで
増加する。 

 

1-5 リスク変化とその対処 

◼ 7 月末に保健大臣が交代をしたことから、プロジェクトの実施体制について、再確認することが必

要となった。プロジェクトダイレクターであるプライマリヘルスケア次官のポジションがなくなり、

技術次官がその責務にあることを確認した。また、9 月末にヘルスケア統合システム局（Sistema 

Integrado de Atención de Salud: SIAS）局長に対し、また 10月末には SIAS保健管区事務所コーディ

ネーターに対して、本プロジェクトの説明、特に「包括保健モデル」と「成果」の関係を通して、

プロジェクトが当該モデル実践に貢献する点についての説明を行った。 

 

1-6 JICAにより取られた方策の進捗状況 

該当なし 

 

1-7 グアテマラ国により取られた方策の進捗状況 

該当なし 

 

1-8 環境社会配慮の進捗状況 

該当なし 

 

1-9 ジェンダー、平和構築、貧困削減における配慮の進捗 

該当なし 

 

1-10 その他、プロジェクトに影響を与える特記/考慮すべき事項（例えば他の JICAのプロジェクト、カ

ウンターパートの活動、他のドナー、民間部門、などのNGO） 

◼ 他ドナーとの連携 

米国国際開発庁（United States Agency for International Development: USAID）がこれまで支援し、保

健省が実施の推進をしてきているルエダ（「より良い生活のための実践ルエダ（輪）（La Rueda de 
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Prácticas para Vivir Mejor）」プログラム）は、今後も継続される予定である。母子保健に関する内

容はよく整理されており、教材なども既に開発されていることから、プロジェクトでもこれを活用

し、活動の推進を図ることが重要である。イシル保健管区において汎米保健機構（Pan American 

Health Organization: PAHO）／国際連合食糧農業機関（Food and Agriculture Organization: FAO）およ

び国際連合開発計画（United Nations Development Programme: UNDP）が実施する「地域開発のため

の開発プログラム」についても、適宜連携を図っていく。当該プログラムは保健省体制変更があっ

たことから、まだ進捗はない模様であるが、第 2期においては活動の重複なく相乗効果が得られる

よう、双方の特徴を生かした現場活動を行っていく。 

また、USAID が「ノーザントライアングル（グアテマラ国、ホンジュラス国、エルサルバドル国）

における活性化のための連携計画（Plan of the Alliance for Prosperity in the Northern Triangle）」を、

主に若者を対象とし、マラス（若者ギャング集団）や米国出稼ぎの対策の一環として進めている。

対象地域での動向についてカウンターパートと共に情報を収集し、活動の重複がないよう留意する。 

 

2  プロジェクトの遅延あるいは問題（該当する場合） 

現時点では特になし。 

 

3  プロジェクト実施計画の変更 

3-1 PO 

現行 POについては、特に変更はない。 

 

3-2 詳細化された実施計画におけるその他の変更 

特になし 

 

4 プロジェクト終了後に向けたグアテマラ国側の準備 

現在のところ討議なし。 

 

II. プロジェクトモニタリングシート PM Form 3-1, 3-2（添付） 

 

別添 

第 2回合同調整委員会議事録（西語） 



PDM (Quiché) JP (Ver1)

事業名：グアテマラ国妊産婦と子どもの健康・栄養改善プロジェクト バージョン：1（キチェ保健管区事務所）

事業実施団体名：保健省 日付：2016年12月12日

ターゲットグループ：キチェ保健管区事務所に勤務する保健人材（医師を含む）と管轄コミュニティ

協力期間：2016年6月～2020年6月（4年間）

プロジェクトサイト：キチェ県のキチェ保健管区の10市

指標データ入手手段 外部条件 実績 備考

上位目標

指標1：対象地域で妊産婦死亡率が出

生10万対96に減少する。

指標2：対象地域で新生児死亡率が出

生1,000対4.5を維持する*。

指標3：対象地域で5歳未満児死亡率

が対象年齢人口1,000対3.6を維持する

*。

指標4：対象地域で低出生体重児の割

合がXX%に減少する。

指標5：対象地域で慢性栄養不良の5

歳未満児の割合が65%に減少する。

* コミュニティにおける死亡に関し、こ
れまで登録されてこなかった数を、コ
ミュニティサーベイランスの強化で改
善・把握を図っている。このことから
2016年以降、2015年ベースライン時よ
り死亡数増加が見込まれており、一旦
は増加を見るものの上位目標評価時
には2015年のレベルに戻ることを目指
す。

保健管区事務所と、指
標の見直しおよび指標
の定義の明確化をこ
なった。また、ベースラ
イン調査に基づき、開
始値を決定した。

プロジェクト・モニタリング・シートⅠ（プロジェクト・デザイン・マトリックス）

プロジェクト要約 指標

キチェ県において妊産婦と5歳未満児
の健康・栄養状態が改善される。

・SIGSA1, 2のデータ

・INEのデータ

・深刻な自然災害の発
生や、慢性栄養不良を
拡大させるような感染
症が流行しないこと。
・飲料水へのアクセス
と、最低でも現状の清
潔度が確保されるこ
と。
・食糧支援プログラム
が継続されること。
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指標データ入手手段 外部条件 実績 備考プロジェクト要約 指標

プロジェクト目標

キチェ県12市において妊産婦と2歳未
満児に対する母子保健・栄養サービス
が改善される。

 

指標1：初回産前健診を規範・規則に

応じて12週までに受けた割合が2015

年の32.7%からXX%まで増加する。

産前健診を規範・規則に応じて最低4

回受けた割合が2015年のXX%から

XX%まで増加する。

・SIGSA C/3 P/3のデータ、ブックレット

5/A

・グアテマラ保健省が
引き続き母子保健と栄
養改善を優先課題とし
て扱うこと。

保健管区事務所と、指
標の見直しおよび指標
の定義の明確化をこ
なった。また、ベースラ
イン調査に基づき、開
始値を決定した。

指標2：施設分娩率が2015年の22.6%

から30%まで増加する。

指標3：予防接種率が

OPV 3 2015年の82.3%から95%まで増

加する。

5種混合（DPT、HepB、Hib） 2015年の

76.9%から95%まで増加する。

BCG 2015年の86.9%から95%まで増加
する。

指標4：

a. 成長モニタリングを受け始める1歳未

満児の割合が2015年の43%からXX%

まで増加する。
b. 成長モニタリングを受け始める1歳以

上2歳未満児の割合が2015年の42%か

らXX%まで増加する。

指標5：生後6ヶ月までの完全母乳育児

により栄養状態が正常な状態の6ヶ月

未満児の割合が40.5%から60%まで増
加する。

指標6：生後6ヶ月から23か月の補完食

の実施により、栄養状態が正常な6-23

か月児の割合がXX%からXX%まで増
加する。
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指標データ入手手段 外部条件 実績 備考プロジェクト要約 指標

指標7：保健省の規範・規則に沿って

第4回（36-38週）健診時の体重が適切
な範囲の妊婦の割合が
a. XXからXXまで増加する（初回妊婦

健診が12週以前の場合）。

b. XXからXXまで増加する（初回妊婦

健診が12週を過ぎた場合）。

指標8：

a. 産後（24時間以内）健診を規範・規

則に応じて受けた割合が2015年のXX

からXXまで増加する。

b. 産後（24-48時間）健診を規範・規則

に応じて受けた割合が2015年の26から

XXまで増加する。

c. 産後（42日以内）健診を規範・規則

に応じて受けた割合が2015年の37.6か

らXXまで増加する。

アウトプット

指標1：母子保健・栄養に関する多文
化に対応した教材を所有する保健医
療施設の割合がXX％になる。

指標2：保健省の基準に沿って、母子
保健・栄養に関する適切な資機材を所
有している保健医療施設の割合が
XX％になる。

2. 三次医療施設と連携して、一次・二
次保健医療施設の母子保健・栄養
サービスが向上する。

指標1：研修後、保健省の規範・規則に
準拠した知識・技術を有する第一次・
第二次保健医療施設のスタッフが
XX％増加する。

・研修の事前・事後試験の結果
・プロジェクトで作成されたチェックリスト

指標2：産前健診、産後健診において、
母子保健・栄養に関する指導を受ける
母親の割合がXX％に増加する。

・参加者リスト

指標3：栄養不良児の重症例が発見さ
れ、リファラル、カウンターリファラルさ
れる症例件数が増加する。

・SIGSA

・参加者リスト
・レファラル・カウンターレファラルの記
録

1. キチェ保健管区事務所の母子保
健・栄養サービスの運営能力が向上す
る。

・モニタリング・スーパービジョンでの情
報
・死亡症例検討会の情報
- SIGSA 4,6

- BRES（資機材の在庫、発注、発送情
報）

・グアテマラ保健省

が保健政策を継続さ

せること。
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指標データ入手手段 外部条件 実績 備考プロジェクト要約 指標

3. 母子保健・栄養に関するコミュニティ
活動を実施する能力が向上する。

指標1：母子保健・栄養に関する活動
の実施を促進するコミュニティリーダー
（※）の割合がXX％になる。

指標2：母子保健・栄養に関する活動を
継続的・定期的に実施していると保健
管区が認識するコミュニティの数が増
加する。

プロジェクトの情報
- 議事録、家庭訪問、カウンセリングの
記録フォーマット

指標1：保健省が開催する会議で本プ
ロジェクトの成果と教訓を共有する。

プロジェクトの情報

活動 外部条件

日本側 相手国側

前提条件

2-1. 対象地域で使用されている言語を
用いた教育教材と既存の教材を十分
に配備する。
2-2. 保健医療施設に母子保健・栄養
サービスの改善に必要な基礎的医療
機材を整備する。
2-3. 保健医療施設の保健人材に対す
る母子保健・栄養サービスに関する研
修を実施する。
2-4. 研修実施後、研修受講者の知識
及び技術を評価する。
2-5. 妊婦の体格指数（Body Mass

Index 、以下「BMI」と記す。）に応じた
妊娠期に適切な栄養（特にカロリーとタ
ンパク質）に関する教育計画を提供す
る。

・グアテマラ政府がプ
ロジェクトの受け入れと
支援をすること。

0-0. 過去の技術協力プロジェクトのレ
ビューによる現状分析調査、既存のガ
イドラインや教材等の調査、母子保健・
栄養サービスに関するベースライン調
査、指標の設定を行う。

1. 専門家派遣

総括/地域保健、母子保健、栄養改
善、ヘルスプロモーション・住民参加、
業務調整/研修計画

2. 研修実施に必要な投入

3. 研修受入（本邦研修、第三国研修
（必要に応じ））
4. 機材供与

1. カウンターパートの配置

2. キチェ・イシル保健管区事務所での
プロジェクト事務所スペースと事務所備
品の提供

・研修を受けた人材が
異動にならないこと。

1-1. 一次・二次保健医療施設に対する
母子保健・栄養サービスのモニタリン
グ・スーパービジョン（以下「SV」と記

す。）を定期的に実施する。

1-2. 5歳未満児の急性栄養不良及び
妊産婦の死亡症例検討会の結果を母
子保健・栄養関連の活動にフィード
バックする。

投入

4. プロジェクトの結果が保健省の戦略
実施において認知され、対外的に発
信される。
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指標データ入手手段 外部条件 実績 備考プロジェクト要約 指標

＜課題と対策＞

4-1. プロジェクトによる改善と成果を正
確に検証する。
4-2. 保健省が開催する会議でプロジェ
クトのグッドプラクティスを発表する。
4-3. プロジェクトのグッドプラクティスを
周辺国に発信する。

3-1. 一次・二次保健医療施設と共に、
コミュニティリーダーに対する母子保
健・栄養研修を実施する。
3-2. 一次・二次保健医療施設と共に、
コミュニティリーダーの母子保健・栄養
関連の活動の実施を促進する。
3-3. 定期的な会議等を通じて、コミュニ
ティリーダーがコミュニティで実施した
活動を発表する。
※「コミュニティリーダー」とは、保健委員会、宗
教的リーダー、住民組合、ヘルスプロモー
ター、伝統的産婆、市民社会組織などで活動
する人材を指す。
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事業名：グアテマラ国妊産婦と子どもの健康・栄養改善プロジェクト バージョン：1（イシル保健管区事務所）

事業実施団体名：保健省 日付：2016年12月12日

ターゲットグループ：保健管区事務所に勤務する保健人材（医師を含む）と管轄コミュニティ

協力期間：2016年6月～2020年6月（4年間）

プロジェクトサイト：キチェ県のイシル保健管区の2市

指標データ入手手段 外部条件 実績 備考

上位目標

指標1：対象地域で妊産婦死亡率が出

生10万対XXに減少する。

指標2：対象地域で新生児死亡率が出

生1,000対XXに減少する。

指標3：対象地域で29日以上5歳未満

児死亡率が対象年齢人口1,000対XX

に減少する。

指標4：対象地域で低出生体重児の割

合がXX%に減少する。

指標5：対象地域で慢性栄養不良の5

歳未満児の割合がXX%に減少する。

保健管区事務所と、指
標の見直しおよび指標
の定義の明確化をこ
なった。また、ベースラ
イン調査に基づき、開
始値を決定した。

プロジェクト・モニタリング・シートⅠ（プロジェクト・デザイン・マトリックス）

プロジェクト要約 指標

キチェ県において妊産婦と5歳未満児
の健康・栄養状態が改善される。

・SIGSA1, 2のデータ

・INEのデータ

・深刻な自然災害の発
生や、慢性栄養不良を
拡大させるような感染
症が流行しないこと。
・飲料水へのアクセス
と、最低でも現状の清
潔度が確保されるこ
と。
・食糧支援プログラム
が継続されること。
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指標データ入手手段 外部条件 実績 備考プロジェクト要約 指標

プロジェクト目標

対象市において妊産婦と2歳未満児に
対する母子保健・栄養サービスが改善
される。

 

指標1：初回産前健診を規範・規則に

応じて12週までに受けた割合が2015

年の28%から38%まで増加する。

・SIGSA C/3 P/3のデータ、ブックレット

5/A

・グアテマラ保健省が
引き続き母子保健と栄
養改善を優先課題とし
て扱うこと。

指標2：施設分娩率（専門技能者が付

き添う分娩率）が2015年の44%から

55%まで増加する。

指標3：予防接種率が95%を維持する。

OPV3:     95%

5種混合(DPT、HepB、Hib):  95%

BCG:       95%

指標4：成長モニタリングを受ける2歳未

満児の割合が2015年のXX%からXX%

まで増加する。

指標5：生後6ヶ月までの完全母乳育児

により、栄養状態が正常な6か月未満

児の割合がXX%からXX%まで増加す
る。
指標6：生後6ヶ月から23か月の補完食

の実施により、栄養状態が正常な6-23

か月児の割合がXX%からXX%まで増
加する。

指標7：保健省の規範・規則に沿って

第4回（36-38週）健診時の体重が適切
な範囲の妊婦の割合が
a. XX%からXX%まで増加する（初回

妊婦健診が12週以前の場合）。

b. XX%からXX%まで増加する（初回

妊婦健診が12週を過ぎた場合）。

指標8：

a. 産後（24時間以内）健診を規範・規

則に応じて受けた割合が2015年の

XX%からXX%まで増加する。

b. 産後（24-48時間）健診を規範・規則

に応じて受けた割合が2015年のXX%

からXX%まで増加する。

c. 産後（42日以内）健診を規範・規則

に応じて受けた割合が2015年のXX%

からXX%まで増加する。

保健管区事務所と、指
標の見直しおよび指標
の定義の明確化をこ
なった。また、ベースラ
イン調査に基づき、開
始値を決定した。
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指標データ入手手段 外部条件 実績 備考プロジェクト要約 指標

アウトプット

1. イシル保健管区事務所の母子保健・
栄養サービスの運営能力が向上する。

指標1：母子保健・栄養に関する多文
化に対応した教材を所有する保健医
療施設の割合がXX％になる。

・グアテマラ保健省が
保健政策を継続させる
こと。

指標2：保健省の基準に沿って、母子
保健・栄養に関する適切な資機材を所
有している保健医療施設の割合が
XX％になる。

2. 三次医療施設と連携して、一次・二
次保健医療施設の母子保健・栄養
サービスが向上する。

指標1：研修後、保健省の規範・規則に
準拠した知識・技術を有する第一次・
第二次保健医療施設のスタッフが
XX％増加する。

・研修の事前・事後試験の結果
・プロジェクトで作成されたチェックリスト

指標2：産前健診、産後健診において、
母子保健・栄養に関する指導を受ける
母親の割合がXX％に増加する。

・参加者リスト

指標3：栄養不良児の重症例が発見さ
れ、リファラル、カウンターリファラルさ
れる症例件数が増加する。

・SIGSA

・参加者リスト
・レファラル・カウンターレファラルの記
録

3. 母子保健・栄養に関するコミュニティ
活動を実施する能力が向上する。

指標1：母子保健・栄養に関する活動
の実施を促進するコミュニティリーダー
（※）の割合がXX％になる。

指標2：母子保健・栄養に関する活動を
継続的・定期的に実施していると保健
管区が認識するコミュニティの数が増
加する。

プロジェクトの情報
- 議事録、家庭訪問、カウンセリングの

記録フォーマット

指標1：保健省が開催する会議で本プ
ロジェクトの成果と教訓を共有する。

プロジェクトの情報

・モニタリング・スーパービジョンでの情
報
・死亡症例検討会の情報
- SIGSA 4,6

- BRES （資機材の在庫、発注、発送情
報）

4. プロジェクトの結果が保健省の戦略
実施において認知され、対外的に発
信される。
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指標データ入手手段 外部条件 実績 備考プロジェクト要約 指標

活動 外部条件

日本側 相手国側

前提条件

2-1. 対象地域で使用されている言語を
用いた教育教材と既存の教材を十分
に配備する。
2-2. 保健医療施設に母子保健・栄養
サービスの改善に必要な基礎的医療
機材を整備する。
2-3. 保健医療施設の保健人材に対す
る母子保健・栄養サービスに関する研
修を実施する。
2-4. 研修実施後、研修受講者の知識
及び技術を評価する。
2-5. 妊婦の体格指数（Body Mass

Index 、以下「BMI」と記す。）に応じた
妊娠期に適切な栄養（特にカロリーとタ
ンパク質）に関する教育計画を提供す
る。

・グアテマラ政府がプ
ロジェクトの受け入れと
支援をすること。

0-0. 過去の技術協力プロジェクトのレ
ビューによる現状分析調査、既存のガ
イドラインや教材等の調査、母子保健・
栄養サービスに関するベースライン調
査、指標の設定を行う。

1. 専門家派遣

総括/地域保健、母子保健、栄養改
善、ヘルスプロモーション・住民参加、
業務調整/研修計画

2. 研修実施に必要な投入

3. 研修受入（本邦研修、第三国研修
（必要に応じ））
4. 機材供与

1. カウンターパートの配置

2. キチェ・イシル保健管区事務所での
プロジェクト事務所スペースと事務所備
品の提供

・研修を受けた人材が
異動にならないこと。

1-1. 一次・二次保健医療施設に対する
母子保健・栄養サービスのモニタリン
グ・スーパービジョン（以下「SV」と記
す。）を定期的に実施する。
1-2. 5歳未満児の急性栄養不良及び
妊産婦の死亡症例検討会の結果を母
子保健・栄養関連の活動にフィード
バックする。

投入
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指標データ入手手段 外部条件 実績 備考プロジェクト要約 指標

＜課題と対策＞

4-1. プロジェクトによる改善と成果を正
確に検証する。
4-2. 保健省が開催する会議でプロジェ
クトのグッドプラクティスを発表する。
4-3. プロジェクトのグッドプラクティスを

周辺国に発信する。

3-1. 一次・二次保健医療施設と共に、
コミュニティリーダーに対する母子保
健・栄養研修を実施する。
3-2. 一次・二次保健医療施設と共に、
コミュニティリーダーの母子保健・栄養
関連の活動の実施を促進する。
3-3. 定期的な会議等を通じて、コミュニ
ティリーダーがコミュニティで実施した
活動を発表する。
※「コミュニティリーダー」とは、保健委員会、宗
教的リーダー、住民組合、ヘルスプロモー
ター、伝統的産婆、市民社会組織などで活動
する人材を指す。
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専門家
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

機材
計画
実績

本邦研修
計画
実績

第三国研修
計画
実績

詳細活動

◎○○○○○○○ 計画

実績

成果 1: キチェ保健管区及びイシル保健管区事務所の母子保健・栄養サービスの運営能力が向上する。

〇◎◎◎〇〇〇 計画

実績

〇◎◎◎〇△△ 計画

実績

プロジェクト・モニタリング・シートⅡ（修正活動実施計画表）

モニタリング

備考 課題 対策

ワーク・プランに従いベースライン調
査を実施し、その調査結果に基づき
指標の設定を行った。

なし。

問題と対策

保健省キチェ保健管区事務
所、イシル保健管区事務所

保健省キチェ保健管区事務
所、イシル保健管区事務所

保健省キチェ保健管区事務
所、イシル保健管区事務所

JICA

一次・二次保健医療施設に対する母子保健・栄養サー
ビスのモニタリング・スーパービジョンを定期的に実
施する。

1-1

1-2
5歳未満児の急性栄養不良及び妊産婦の死亡症例検討
会の結果を母子保健・栄養関連の活動にフィードバッ
クする。

総括/地域保健1

副総括/地域保健2

母子保健

栄養改善

栄養改善2

ヘルスプロモーション・住民参加

ローカルコンサルタント（ベースライン調査実施促進・監理）

医療機材の調達・据付

本邦研修

第三国研修

0-0

過去の技術協力プロジェクトのレビューによる現状分
析調査、既存のガイドラインや教材等の調査、母子保
健・栄養サービスに関するベースライン調査、指標の
設定を行う。

業務調整/研修計画

活動
8 9 10 11 12

第1期

5 6 7

2016年
1

投入 2016年 2017

5 6 7 8 9

第1期

10 11 12 1

2017

特になし

達成状況

責任機関

日本
政府

グアテマラ政府

JICA

JICA
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プロジェクト・モニタリング・シートⅡ（修正活動実施計画表）

モニタリング

成果 2: 三次保健医療施設と連携して、一次・二次保健医療施設の母子保健・栄養サービスが向上する。
◎○○○○○〇 計画

実績

△△◎△△△〇 計画

実績

◎◎◎◎○○〇 計画

実績

◎〇○○○△△ 計画

実績

〇〇〇◎◎△〇 計画

実績

成果 3: 母子保健・栄養に関するコミュニティ活動を実施する能力が向上する。
◎〇△△△◎〇 計画

実績

◎〇△△△◎〇 計画

実績

◎〇△△△◎△ 計画

実績

成果 4: プロジェクトの結果が保健省の戦略実施において認知され、対外的に発信される。
◎〇〇〇〇〇〇 計画

実績

◎〇〇〇〇〇〇 計画

実績

◎〇〇〇〇〇〇 計画

実績

計画

実績

モニタリング

計画

実績

計画

実績

計画

実績

v.1

JICA

JICA

JICA

JICA

保健省キチェ保健管区事務
所、イシル保健管区事務所

保健省キチェ保健管区事務
所、イシル保健管区事務所

保健省キチェ保健管区事務
所、イシル保健管区事務所

保健省キチェ保健管区事務
所、イシル保健管区事務所

保健省キチェ保健管区事務
所、イシル保健管区事務所

期間/フェーズ

合同調整委員会（JCC）

運営委員会（SC）

モニタリングシートの提出

JICA

JICA

JICA

JICA

JICA

JICA

保健省キチェ保健管区事務
所、イシル保健管区事務所

保健省キチェ保健管区事務
所、イシル保健管区事務所

保健省キチェ保健管区事務
所、イシル保健管区事務所

保健省キチェ保健管区事務
所、イシル保健管区事務所

保健省キチェ保健管区事務
所、イシル保健管区事務所

対策

特になし

特になし

特になし

一次・二次保健医療施設と共に、コミュニティリー
ダーに対する母子保健・栄養研修を実施する。

4-1

4-2

4-3

プロジェクトによる改善と成果を正確に検証する。

保健省が開催する会議でプロジェクトのグッドプラク
ティスを発表する。

プロジェクトのグッドプラクティスを周辺国に発信す
る。

備考 課題

対象地域で使用されている言語を用いた教育教材と既
存の教材を十分に配備する。

保健医療施設に母子保健・栄養サービスの改善に必要
な基礎的医療機材を整備する。

2-2

2-1

妊婦の体格指数（BMI）に応じた妊娠期に適切な栄養
（特にエネルギーとタンパク質）に関する教育計画を
提供する。

2-5

2-4

2-3

モニタリング計画
5 6 7 8 9

3-1

3-2

3-3
定期的な会議等を通じて、コミュニティリーダーがコ
ミュニティで実施した活動を発表する。

一次・二次保健医療施設と共に、コミュニティリー
ダーの母子保健・栄養関連の活動の実施を促進する。

2016年 2017

保健医療施設の保健人材に対する母子保健・栄養サー
ビスに関する研修を実施する。

研修実施後、研修受講者の知識及び技術を評価する。

第1期

10 11 12 1

特になし

特になし

JICA本部、JICAグアテマラ事務所お
よび保健省本省との円滑なコミュニ
ケーション。

事前説明の改善を図
る。

JICA
保健省キチェ保健管区事務
所、イシル保健管区事務所
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モニタリング

計画 △
実績

計画 ワーク・プラン（第1期）

実績

計画

実績

進捗報告書

技術協力プロジェクトサイトの立ち上げ、更新

広報

特になし

特になし

プロジェクト報告書等

ワーク・プラン

業務計画書

△

報告書/資料

△

特になし

特になし

特になし

特になし
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JICAグアテマラ事務所 事務所長殿 

 

プロジェクトモニタリングシート 

 

プロジェクト名: グアテマラ国「妊産婦と子どもの健康・栄養改善プロジェクト」                                              

シートのバージョン: Ver.1（2017年 2月～7月） 

作成者: 菱田 裕子                 

担当分野名: 総括／地域保健 1      

作成者: Waldemar Vélez Gaitán     

役職: キチェ保健管区事務所長  

作成者: Sandra Carballo                    

役職: イシル保健管区事務所長           

提出日: 2017年 8月 18日           

I. 要約 

1 進捗 

1-1 投入進捗状況 

 専門家の投入がほぼ予定通り実施された。 

 ローカルコンサルタント（ベースライン調査実施促進・監理）、(研修および教材の準備・実施支援

（栄養）) 、（研修および教材の準備・実施支援、関係者調整支援）についても、予定通り投入さ

れた。 

  これら投入を以下の表 1に示す。 

表 1 日本人専門家、ローカルコンサルタント投入 

専門家／ローカルコンサルタント 期間 

総括/地域保健 1 3月上旬～4月上旬、6月下旬～現在 

副総括/地域保健 2  3月下旬、5月上旬～6月下旬 

母子保健  3月中旬～4月上旬 

栄養改善 2 3月中旬～4月上旬、7月中旬～ 

ヘルスプロモーション・住民参加 5月上旬～6月上旬 

業務調整/研修計画 3月上旬～下旬 

ローカルコンサルタント 

（ベースライン調査実施促進・監理） 
3月中旬～5月 

ローカルコンサルタント 

(研修および教材の準備・実施支援（栄養）) 
5月中旬～現在 

ローカルコンサルタント 

（研修および教材の準備・実施支援、関係

者調整支援） 

6月～現在 
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1-2 活動進捗状況 

 2016 年 3 月 6 日より現地業務が開始された。第 2 期業務開始に当たり、保健省本省および対象 2

保健管区事務所関係者と、プロジェクトの方向性、実施体制を確認した｡保健省が推進している「包

括保健モデル（Modelo Incluyente en Salud: MIS）」に基づき、同モデルとプロジェクトの成果が密

接に関連していることを確認した。引き続きプロジェクト活動の実施においては、モデルとの整

合性に留意する。 

 10月の本邦研修実施に向けて、研修受入れ候補先を選定、訪問し、研修の目的や内容を説明した。

候補先から、研修目的に沿った内容の見学可能なイベント情報などの提供もあり、それに沿って

日程案を調整し、受入れの了解を得た。 

 

 活動 0-0「過去の技術協力プロジェクトのレビューによる現状分析調査、既存のガイドラインや教

材等の調査、母子保健・栄養サービスに関するベースライン調査、指標の設定を行う。」 

 第 2 期開始後の主な活動は、第 1 期に実施したベースライン調査の結果から明らかになった現状

について、その背景を理解することを目的とした栄養に関する追加調査の実施であった。現地業

務開始後、調査票の確定や現地との調整、調査員の選定・研修などの準備を進め、2017 年 3 月末

より本格的な家庭訪問による聞き取り調査を開始し、5月中旬に終了した。また 6月中旬までにデ

ータの入力・クリーニングも終了し、取りまとめを行った。調査対象者は、ベースライン調査に

おける対象者の中で、妊娠期の体格、6か月未満児の発育を条件として選定をした。また調査内容

は、①食品摂取頻度原因、②栄養環境、③栄養衛生観察、④食事観察とした。 

 PDM指標およびワーク・プランにかかる検討会議、運営委員会（Steering Committee: SC）が実施

された。これらプロセスを経た後、第 3回合同調整委員会（Joint Coordination Committee: JCC）に

おいて、PDM（第 1版）、ワーク・プラン（第 2期）が承認された。PDM（第 1版）の承認によ

り、R/D変更のためのミニッツ署名準備を進めた。 

 首都グアテマラ市において、ドナーを対象としたベースライン調査結果報告会を実施した。その

内容は、プロジェクト概要、ベースライン調査結果、今後のプロジェクト活動の方向性などとし

た。参加したドナーより出された主なコメントは、行動変容の困難さとその重要性や、ドナーお

よび他セクターとの調整・協調についてであった。これらに基づき、今後の研修内容や活動にお

いて、各ドナーのこれまでの経験やグッドプラクティスなどを反映するように配慮する。 

 

 活動 1-1「一次・二次保健医療施設に対する母子保健・栄養サービスのモニタリング・スーパービ

ジョンを定期的に実施する。」 

 モニタリング・スーパービジョンに関しては、保健省では MIS に沿って実施する準備を進めてお

り、プロジェクトからの支援もその内容との整合性を図る必要がある。しかし、その一方で、各

保健管謙区事務所でも、現場の必要性に応じたツール開発や能力強化の要望が出ている。キチェ

保健管区事務所では、保健省からの指示が出されるのを待たずに MIS 実施に係るモニタリングチ

ームの再組織化をして実施促進や改善を図る取り組みが始まり、プロジェクトでもその強化支援

を開始した。またイシル保健管区事務所では、疫学情報の分析を行うことで、適時の意思決定お

よびサービス改善を図るために、現在 PAHO が実施している疫学研修後にその内容を現場で活用
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することを予定している。従って、プロジェクトでは、保健管区事務所が行う現場での活用を支

援し、その中でキャパシティアセスメント等をするなどして、必要に応じた研修を計画、実施し

ていく。 

 

 活動 1-2「5 歳未満児の急性栄養不良及び妊産婦の死亡症例検討会の結果を母子保健・栄養関連の

活動にフィードバックする。」 

 キチェ保健管区事務所とキチェ地域病院、イシル保健管区事務所とネバフ病院のそれぞれで実施

されている妊産婦死亡症例検討会に関する情報収集を行った。収集された情報などは、母子保健・

栄養サービス改善のための活動へフィードバックする必要がある。検討会では、症例の状況説明

に留まることが多いが、その後改善に向けた計画が策定され、実施のモニタリングが行われてい

る。プロジェクトでは、この改善計画および実施モニタリングを通して、現在のフィードバック

システムの強化あるいは改善の必要性を更に検討する。 

 

 活動 2-1「対象地域で使用されている言語を用いた教育教材と既存の教材を十分に配備する。」 

 パイロット市での研修準備として、研修項目や研修および活動用教材の開発、既存教材の増刷準

備を行った。研修日程については、MIS研修が当初の予定から遅れるとともに、8月に集中して実

施されることとなったことから、2保健管区事務所と研修プログラムと日数などについても検討を

行い、8～10月の実施計画とした。栄養改善に関連する活動、ベースラインおよび追加調査の結果

に基づき、教材の開発を行った。 

 ベースラインおよび追加調査の結果に基づき、栄養改善教材の開発を行った。教材は、文化や言

語にも配慮して文字を多用せず、内容については、経済面や家庭環境などにも配慮して無理なく

取り組める内容を取り入れた。また、これまで妊婦に関する教材が少なかったことから、妊娠期

の食事量や注意点を反映させた具体的な一食分を示すこと、また、身近な食材で摂取品目に多様

性を持たせることなどに配慮した妊婦用教材を作成した。 

 

 活動 2-2「一次・二次保健医療施設に母子保健・栄養サービスの改善に必要な身体計測および基礎

的医療機材を整備する。」 

 パイロット 2 市の一次・二次保健医療施設に対し、母子保健・栄養サービスの改善に必要な身体

計測を整備した。これにより、各施設における産前健診時の体重測定や、子どもの成長モニタリ

ングにおける身長および体重の測定が可能となり、これらの情報収集、整理を開始することが出

来る環境を整備した。 

 パイロット市 2市の母子保健サービス改善で必要となる基礎的医療機材と、パイロット市以外の 10

市において PDM指標設定や活動 2－5にも必要となる身体測定機器の整備を行うべく、調達の準備

を開始した。 

 

 活動 2-3「保健医療施設の保健人材に対する母子保健・栄養サービスに関する研修を実施する。」 

 活動 2-4研修実施後、研修受講者の知識及び技術を評価する。 

 活動 2-5「妊婦の体格指数（BMI）に応じた妊娠期に適切な栄養（特にエネルギーとタンパク質）
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に関する教育計画を提供する。」 

 パイロット 2 市において母子保健・栄養サービス向上にかかる研修を開始するために、第 1 期で

抽出した研修項目について、現場の必要性や要望を鑑み、更に絞り込みを行った。その結果、産

前・産後検診（ハイリスク妊娠の診断）、産前・産後の危険徴候（リファラル体制）、成長モニ

タリングと発達診断、妊婦・乳幼児の食及び衛生行動というテーマに決定した。これらをテーマ

とする研修は、保健医療施設において提供するサービスの改善を図るために実施される。加えて、

こうしたテーマに関しては、コミュニティの住民も認識・参加することが重要である。従って、

効果の発現をめざし、これらテーマを全ての研修及びコミュニティ活動における共通テーマとし

て取り組めるように調整をしている。すなわち、保健医療施設とコミュニティが一貫した取り組

みを行えるよう、研修の内容を具体化している状況である。また研修では、受講者の受講前後の

知識を評価する。 

 

 活動 3-1「一次・二次保健医療施設と共に、コミュニティリーダーに対する母子保健・栄養研修を

実施する。」 

 活動 3-2「一次・二次保健医療施設と共に、保健管区事務所の保健人材が、コミュニティリーダー

の行う栄養に重点を置いた母子保健・栄養関連のプロモーション活動の実施を促進する。」 

 キチェ保健管区では、保健管区事務所およびパイロット市であるサン・バルトロメ・ホコテナン

ゴ（SBJ）市保健管区事務所、イシル保健管区では保健管区事務所およびパイロット市であるネバ

フ市保健管区事務所の関係者らとパイロットコミュニティの選定、研修カスケードの確認、各カ

スケードにおける研修対象者の特定、研修プログラムおよび教材の確認を行った。パイロットコ

ミュニティの選定では、人口規模、妊産婦死亡・栄養不良等の症例数、市の中心市街地からのア

クセス、コミュニティ関係者の積極性等を要件とし、SBJ 市全 2 テリトリー34 コミュニティのう

ち 10 コミュニティを、ネバフ市全 11テリトリー107 コミュニティのうち 12 コミュニティをパイ

ロット対象として選定した（表 2）。ヘルスプロモーション教材についても確認し、研修で使用す

る教材を選定した。研修プログラムは、組織強化、ファシリテーション、母子保健、栄養改善の 4

テーマで実施し、コミュニティリーダーの普及・伝達技術の取得・向上に焦点を置き、母子保健

および栄養改善にかかるコミュニティ活動へとつなげる。 

※ 「コミュニティリーダー」とは、保健委員会、宗教的リーダー、住民組合、ヘルスプロモータ

ー、伝統的産婆、市民社会組織などで活動する人材を指す。 

 

表 2 パイロットコミュニティ 

 キチェ保健管区 

（サンバルトロメホコテナンゴ市） 

イシル保健管区 

（ネバフ市） 

コミュニティ名 人口 コミュニティ名 人口 

1 Cuevas 273 Xemamatze 3,083 

2 Muluva 970 Canton Xolacul 3,751 

3 Cimientos 1,565 Salquilito 2,030 

4 Ajpujuyup 470 Xonca 728 

5 Canoas 377 Xevitz 528 

6 Patzcaman 929 Xexuxcap 1,399 

7 Quiejche 304 La Pista 2,214 
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 キチェ保健管区 

（サンバルトロメホコテナンゴ市） 

イシル保健管区 

（ネバフ市） 

コミュニティ名 人口 コミュニティ名 人口 

8 La palma 1,214 Xepiun 827 

9 Hacienda I 442 Quej Chip 687 

10 Xetemebaj I 856 Vicalama 1,298 

11 - - Trapichitos 474 

12 - - Xecotz 490 

 

1-3 成果の達成状況 

 成果１「キチェ保健管区及びイシル保健管区事務所の母子保健・栄養サービスの運営能力が向上す

る」 

キチェ保健管区事務所 

 【指標 1】：保健サービス運営の研修を受けた保健医療人材（スーパーバイズファシリテーター）

の割合が 80％になる。 

 【指標 2】：市保健管区におけるモニタリング活動を年間 12回実施する。 

イシル保健管区事務所 

 【指標 1】：研修後、保健医療人材が、適時の意思決定をするためのデータ分析能力が向上する。 

 【指標 2】：市保健管区におけるモニタリング活動について年間計画の 50%を達成する（年間 2回

実施） 

 本 6か月間における指標の計測はない。 

 

 成果 2「三次医療施設と連携して、一次・二次保健医療施設の母子保健・栄養サービスが向上する」 

キチェ保健管区事務所 

 【指標 1】：第一次・第二次ケアレベルのスタッフへの研修後、保健省の規範・規則の知識を有し、

それを適用する割合が 70%に増加する。 

 【指標 2】：産前健診、産後健診において、母子保健・栄養に関する指導を受ける母親の割合が 20%

に増加する。 

 【指標 3】：発見された急性栄養不良児の重症例の 100%がリファラル、カウンターリファラルされ

る。 

イシル保健管区事務所 

 【指標 1】：第一次・第二次ケアレベルのスタッフへの研修後、保健省の規範・規則の知識を有し、

それを適用する割合が 80%に増加する 

 【指標 2】：産前健診、産後健診において、母子保健・栄養に関する指導を受ける母親の割合が 80%

に増加する。 

 【指標 3】：発見された急性栄養不良児の重症例の 100％がリファラルされ、カウンターリファラ

ルが 50%に増加する。 

 本 6か月間における指標の計測はない。 

 

 成果 3「母子保健・栄養に関するコミュニティ活動を実施する能力が向上する」 
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キチェ保健管区事務所 

 【指標 1】：各コミュニティで実施されるコミュニティ会合において、母子保健・栄養に焦点を置

いたプロモーション活動が、（コミュニティリーダーと保健医療従事者によって）少なくとも年 1

回実施される。 

 【指標 2】：60%のコミュニティが、母子保健・栄養に焦点を置いた、ハイリスク・緊急支援に係

る住民組織活動を実施する。 

イシル保健管区事務所 

 【指標 1】：各コミュニティで実施されるコミュニティ会合において、母子保健・栄養に焦点を置

いたプロモーション活動が、（コミュニティリーダーと保健医療従事者によって）少なくとも年 1

回実施される。 

 【指標 2】：60%のコミュニティが、母子保健・栄養に焦点を置いた、ハイリスク・緊急支援に係

る住民組織活動を実施する。 

 本 6か月間における指標の計測はない。 

 

 成果 4「プロジェクトの結果が保健省の戦略実施において認知され、対外的に発信される」 

 【指標 1】保健省が開催する会議で本プロジェクトの成果と教訓を共有する。 

 本 6か月間における指標の計測はない。 

 前述 1-2 活動進捗状況において触れたように、本期間では、計画にそって第 3 回 JCC および各保

健管区事務所において運営委員会（Steering Committee: SC）が開催され、プロジェクトの内容、方

針・計画、活動進捗等に関する共有が図られた。JCCでは、PDM ver.1および第 2期ワーク・プラ

ンの承認がなされた。SCでは、JCCに向けて、PDM（第 1版案）、ベースライン調査および栄養

追加調査の結果、第 2期ワーク・プランの内容について協議がなされ、最終案の合意を得た。 

 

1-4 プロジェクト目標の達成状況 

 【プロジェクト目標】キチェ県 12市において、妊産婦と 2歳未満児に対する包括ケアの規範・規

則に従った母子保健・栄養サービスが改善される。 

 本 6か月間における指標の計測はない。 

 本期間では、PDM内のプロジェクト指標を再確認するとともに、指標データ入手手段を明確化し

た。 

 

1-5 リスク変化とその対処 

 今後プロジェクト活動において、研修、OJT・モニタリングが計画されている。その一方で、CP機

関では、昨年の予算計画時（7 月頃）に本年度のプロジェクト活動計画が確定されていなかったこ

とから、プロジェクトが独自に実施するこれらの活動にかかる予算（主に CP など対象保健医療人

材の旅費）は確保されていない。CP 機関で予定されている活動と調整しながら進めることも一案

であるが、一度の研修やモニタリング活動などで多くの業務を行うことが困難な状況も想定される。

CPと活動の日程調整によってはプロジェクトからの旅費支出の必要性が出てくることも想定され、

プロジェクト活動の円滑な実施に向けて、解決策を検討する必要がある。 
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 保健省は各ドナーの方針・活動に対して、現在実施推進をしている MIS との整合性を図ることを

継続して確認し、要求している。プロジェクトでは、保健省と共に保健省の方針に従ってプロジ

ェクトを進めていること、またMISとプロジェクトとの関係性などについての説明資料を作成し、

機会を捉えて説明をしている。また、MIS研修が開始され、当初の予定から遅れるとともに、8月

に集中して実施されることとなった。2保健管区事務所と研修スケジュールについて常時確認を行

い、計画に少しでも余裕が持てるように配慮しつつ、柔軟な対応・調整を図っている。 

 

1-6 JICAにより取られた方策の進捗状況 

該当なし 

 

1-7 グアテマラ国により取られた方策の進捗状況 

該当なし 

 

1-8 環境社会配慮の進捗状況 

該当なし 

 

1-9 ジェンダー、平和構築、貧困削減における配慮の進捗 

該当なし 

 

1-10 その他、プロジェクトに影響を与える特記/考慮すべき事項（例えば他の JICAのプロジェクト、

カウンターパートの活動、他のドナー、民間部門、などのNGO） 

 他ドナー状況 

・米国国際開発庁（United States Agency for International Development: USAID)が実施してきたNutri-Salud

プロジェクトが、5月 18日（木）に終了した。当該プロジェクトが支援をし、保健省が実施の推進をし

てきた妊産婦と 2歳未満児の健康・栄養改善に向けた啓発活動のルエダ（「より良い生活のための実践

ルエダ（輪）（La Rueda de Prácticas para Vivir Mejor）」プログラム）は、今後もMISの枠組みの中で継

続される見込みである。母子保健に関する内容はよく整理されており、教材なども既に開発されていた

が、保健省では改善が必要という理由で、「一旦使用を中止する」方針との情報がある。プロジェクト

としては、今後、USAIDの最終報告書を入手するとともに、現場の状況などを確認する。 

・イシル保健管区において汎米保健機構（Pan American Health Organization: PAHO）／国際連合食糧農業

機関（Food and Agriculture Organization: FAO）および国際連合開発計画（United Nations Development 

Programme: UNDP）が実施する「地域開発のための開発プログラム」についても、継続して適宜連携を

図っていく。当該プログラムは、保健省体制および政策変更があったことから、昨年予定されていたベ

ースライン調査が現在実施されている模様である。この結果を入手するとともに、当該プログラムとの

情報交換・調整を通して、活動の重複なく相乗効果が得られるよう、双方の特徴を生かした現場活動を

行っていく。 
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2  プロジェクトの遅延あるいは問題（該当する場合） 

現時点では特になし。 

 

3  プロジェクト実施計画の変更 

3-1 PO 

PO については、西語・英語版に合わせた表現修正（活動 2－2）および活動の明確化のための追記（活

動 3－2）をしたが、計画自体に特に変更はない。 

 

3-2 詳細化された実施計画におけるその他の変更 

特になし 

 

4 プロジェクト終了後に向けたグアテマラ国側の準備 

現在のところ討議なし。 

以上 

 

II. プロジェクトモニタリングシート PM Form 3-1, 3-2（添付） 



PDM (Quiché) JP (Ver1)

事業名：グアテマラ国妊産婦と子どもの健康・栄養改善プロジェクト バージョン：1（キチェ保健管区事務所）

事業実施団体名：保健省 日付：2017年7月7日

ターゲットグループ：キチェ保健管区事務所に勤務する保健人材（医師を含む）と管轄コミュニティ

協力期間：2016年6月～2020年6月（4年間）

プロジェクトサイト：キチェ県のキチェ保健管区の10市

指標データ入手手段 外部条件 実績 備考

上位目標

指標1：対象地域で妊産婦死亡率が出生

10万対96に減少する。

∙SIGSA1, 2のデータ.

∙INEのデータ

指標2：対象地域で新生児死亡率が出生

1,000対4.5を維持する*。

∙SIGSA1, 2のデータ.

∙INEのデータ

指標3：対象地域で5歳未満児死亡率が対

象年齢人口1,000対3.6を維持する*。

∙SIGSA1, 2のデータ.

∙INEのデータ

指標4：対象地域で低出生体重児の割合

がXX%に減少する。

∙SIGSA 5C 添付 食糧栄養安全保障

（SAN）

指標5：対象地域で慢性栄養不良の5歳未

満児の割合が65%に減少する。

∙SIGSA 5C 添付 食糧栄養安全保障

（SAN）

* コミュニティにおける死亡に関し、こ
れまで登録されてこなかった数を、コ
ミュニティサーベイランスの強化で改
善・把握を図っている。このことから
2016年以降、2015年ベースライン時より
死亡数増加が見込まれており、一旦は増
加を見るものの上位目標評価時には2015

年のレベルに戻ることを目指す。

プロジェクト・モニタリング・シートⅠ（プロジェクト・デザイン・マトリックス）

プロジェクト要約 指標

キチェ県において妊産婦と5歳未満児の健
康・栄養状態が改善される。

・深刻な自然災害の発
生や、慢性栄養不良を
拡大させるような感染
症が流行しないこと。
・飲料水へのアクセス
と、最低でも現状の清
潔度が確保されるこ
と。
・食糧支援プログラム
が継続されること。

保健管区事務所と、指標
の再確認を行い、指標
データ入手手段を明確化
した。
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指標データ入手手段 外部条件 実績 備考プロジェクト要約 指標

プロジェクト目標

キチェ県12市において、妊産婦と2歳未満
児に対する包括ケアの規範・規則に従っ
た母子保健・栄養サービスが改善され
る。

指標1：規範・規則に応じて

a.12週までに初回産前健診を受けた割合

が2015年の32.7%から48.7%まで増加す
る。
b.産前健診を最低4回受けた割合が2015

年の28.9%から32.0%まで増加する。

∙SIGSA 3CS/3PS ・グアテマラ保健省が
引き続き母子保健と栄
養改善を優先課題とし
て扱うこと。

指標2：施設分娩率が2015年の22.6%から

30%まで増加する。

∙SIGSA 3CS/3PS

指標3：予防接種率が

a. OPV3: 2015年の82.3%から95%まで増
加する。
b. 5種混合（DPT、HepB、Hib）: 2015年

の76.9%から95%まで増加する。

c. BCG: 2015年の86.9%から95%まで増加
する。

∙SIGSA 5C

指標4：

a. 成長モニタリングを受け始める1歳未

満児の割合が2015年の43%から55%まで
増加する。
b. 成長モニタリングを受け始める1歳以

上2歳未満児の割合が2015年の42%から

52%まで増加する。
（最低一年に一度は受診しているこ
と。）

・ブックレット 5A

指標5：完全母乳育児の6か月未満児の割

合が29.3% (2016年)から39.3%まで増加す
る。

・ブックレット 5A

指標6：補完食を開始した6か月児の割合

が17.8% (2016年)から27.8%まで増加す
る。

・ブックレット 5A

指標7：保健省の規範・規則に沿って第4

回産前（36-38週）健診時の体重が適切
な範囲の妊婦の割合が
a. XX%に増加する（初回妊婦健診が12週
以前の場合）。
b.  XX%に増加する（初回妊婦健診が12

週を過ぎた場合）。

∙SIGSA 3CS/3PS

保健管区事務所と、指標
の再確認を行い、指標
データ入手手段を明確化
した。保留中であった開
始値および目標値を2016

年の実績値を基に決定し
た（指標7については収
集データがないため、
2017年のデータを開始値
とする）。
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指標データ入手手段 外部条件 実績 備考プロジェクト要約 指標

指標8：

a. 産後（24-48時間）健診を規範・規則

に応じて受けた割合が26％から38%まで
増加する。
b. 産後（48時間-42日）健診を規範・規

則に応じて受けた割合が2015年の37.6％

から57.6％まで増加する。

∙SIGSA 3CS/3PS

保健管区事務所と、指標
の再確認を行い、指標
データ入手手段を明確化
した。保留中であった開
始値および目標値を2016

年の実績値を基に決定し
た（指標7については収
集データがないため、
2017年のデータを開始値
とする）。
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指標データ入手手段 外部条件 実績 備考プロジェクト要約 指標

アウトプット

指標1：保健サービス運営の研修を受け
た保健医療人材（スーパーバイズファシ
リテーター）の割合が80％になる。

・プログラム毎のモニタリングガイド
（技術分析委員会報告書、SIGSA４お

よび６、BRES （資機材の在庫、発注、
発送情報））

指標2：市保健管区におけるモニタリン

グ活動を年間12回実施する。

・プログラム毎モニタリングガイド
（技術分析委員会報告書、SIGSA４お

よび６、BRES （資機材の在庫、発注、
発送情報））

2. 三次医療施設と連携して、一次・二次
保健医療施設の母子保健・栄養サービス
が向上する。

指標1：第一次・第二次ケアレベルのス
タッフへの研修後、保健省の規範・規則
の知識を有し、それを適用する割合が
70%に増加する。

・研修の事前・事後試験の結果
・プロジェクトで作成されたチェック
リスト

指標2：産前健診、産後健診において、
母子保健・栄養に関する指導を受ける母
親の割合が20%に増加する。

・SIGSA 3CS/3PS

・IEC集計 (食糧栄養安全保障プログラ

ム（PROSAN)）

指標3：発見された急性栄養不良児の重

症例の100%がリファラル、カウンター
リファラルされる。

・SIGSA

・参加者リスト
・レファラル、カウンターレファラル
の記録

3．母子保健・栄養に関するコミュニティ
活動において、「包括保健モデル」実施
のためのコミュニティリーダーの参加が
増加する。

指標1：各コミュニティで実施されるコ
ミュニティ会合において、母子保健・栄
養に焦点を置いたヘルスプロモーション
活動が、（コミュニティリーダーと保健
医療従事者によって）少なくとも年1回
実施される。

∙活動月報
∙SIGSA6 (保健委員会)

∙会合のアジェンダおよび議事録

指標2：60%のコミュニティが、母子保
健・栄養に焦点を置いた、ハイリスク・
緊急支援に係る住民組織活動を実施す
る。

・プロジェクトの情報
- 議事録、家庭訪問、カウンセリングの
記録フォーマット

4. プロジェクトの結果が保健省の戦略実
施において認知され、対外的に発信され
る。

指標1：保健省が開催する会議で本プロ
ジェクトの成果と教訓を共有する。

・プロジェクトの情報

1. キチェ保健管区事務所の母子保健・栄
養サービスの運営能力が向上する。

保健管区事務所と、指標
の見直しおよび指標の定
義の明確化を行った。ま
た、保健管区事務所との
協議に基づき、開始値お
よび目標値を決定した。

・グアテマラ保健省が
保健政策を継続させる
こと。
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指標データ入手手段 外部条件 実績 備考プロジェクト要約 指標

活動 外部条件

日本側 相手国側

2-1. 対象地域で使用されている言語を用
いた教育教材と既存の教材を十分に配備
する。

2-2. 一次・二次保健医療施設に母子保
健・栄養サービスの改善に必要な身体計
測および基礎的医療機材を整備する。 前提条件

2-3. 保健医療施設の保健人材に対する母
子保健・栄養サービスに関する研修を実
施する。

2-4. 研修実施後、研修受講者の知識及び
技術を評価する。

2-5. 妊婦の体格指数（Body Mass Index 、

以下「BMI」と記す。）に応じた妊娠期
に適切な栄養（特にカロリーとタンパク
質）に関する教育計画を提供する。

・グアテマラ政府がプ
ロジェクトの受け入れ
と支援をすること。

1. 専門家派遣

総括/地域保健、母子保健、栄養改善、
ヘルスプロモーション・住民参加、業務
調整/研修計画

2. 研修実施に必要な投入

3. 研修受入（本邦研修、第三国研修（必
要に応じ））
4. 機材供与

1. カウンターパートの配置

2. キチェ・イシル保健管区事務所での
プロジェクト事務所スペースと事務所
備品の提供

・研修を受けた人材が
異動にならないこと。

投入

0-0. 過去の技術協力プロジェクトのレ
ビューによる現状分析調査、既存のガイ
ドラインや教材等の調査、母子保健・栄
養サービスに関するベースライン調査、
指標の設定を行う。

1-1. 一次・二次保健医療施設に対する母
子保健・栄養サービスのモニタリング・
スーパービジョン（以下「SV」と記
す。）を定期的に実施する。
1-2. 5歳未満児の急性栄養不良及び妊産婦
の死亡症例検討会の結果を母子保健・栄
養関連の活動にフィードバックする。
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指標データ入手手段 外部条件 実績 備考プロジェクト要約 指標

＜課題と対策＞

4-1. プロジェクトによる改善と成果を正
確に検証する。
4-2. 保健省が開催する会議でプロジェク
トのグッドプラクティスを発表する。
4-3. プロジェクトのグッドプラクティス
を周辺国に発信する。

3-1. 一次・二次保健医療施設と共に、コ
ミュニティリーダーに対する母子保健・
栄養研修を実施する。
3-2. 一次・二次保健医療施設と共に、保
健管区事務所の保健人材が、コミュニ
ティリーダーの行う栄養に重点を置いた
母子保健・栄養関連のプロモーション活
動の実施を促進する。
3-3. 定期的な会議等を通じて、コミュニ
ティリーダーがコミュニティで実施した
活動を発表する。
※「コミュニティリーダー」とは、保健委員会、
宗教的リーダー、住民組合、ヘルスプロモー
ター、伝統的産婆、市民社会組織などで活動する
人材を指す。
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事業名：グアテマラ国妊産婦と子どもの健康・栄養改善プロジェクト バージョン：1（イシル保健管区事務所）

事業実施団体名：保健省 日付：2017年7月7日

ターゲットグループ：保健管区事務所に勤務する保健人材（医師を含む）と管轄コミュニティ

協力期間：2016年6月～2020年6月（4年間）

プロジェクトサイト：キチェ県のイシル保健管区の2市

指標データ入手手段 外部条件 実績 備考

上位目標

指標1：イシル保健管区で妊産婦死亡率が出

生10万対285.0 (2016年)から142（6人）に減少
する。

∙SIGSA1, 2.

指標2：イシル保健管区で新生児死亡率が出

生1,000対36.4（2016年）から30.4に減少す
る。

∙SIGSA1, 2.

指標3：イシル保健管区で29日以上5歳未満

児死亡率が対象年齢人口1,000対3.8（2016

年）から3.0に減少する。

∙SIGSA1, 2.

指標4：イシル保健管区で低出生体重児の割

合がXX%に減少する。

∙SIGSA1, 2.

指標5：イシル保健管区で慢性栄養不良の5

歳未満児の割合が47%（2016年）から40%に
減少する。

∙SIGSA1, 2.

プロジェクト・モニタリング・シートⅠ（プロジェクト・デザイン・マトリックス）

プロジェクト要約 指標

キチェ県において妊産婦と5歳未満児の健
康・栄養状態が改善される。

・深刻な自然災害の発生や、
慢性栄養不良を拡大させるよ
うな感染症が流行しないこと。
・飲料水へのアクセスと、最低
でも現状の清潔度が確保さ
れること。
・食糧支援プログラムが継続
されること。

保健管区事務所と、指標の
再確認を行い、指標データ
入手手段を明確化した。保留
中であった開始値および目
標値を2016年の実績値に基
づき決定した。
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指標データ入手手段 外部条件 実績 備考プロジェクト要約 指標

プロジェクト目標

指標1：初回産前健診を規範・規則に応じて

（12週までに）受けた割合が2015年の28%か

ら38%まで増加する。

∙SIGSA 3CS/3PS ・グアテマラ保健省が引き続
き母子保健と栄養改善を優
先課題として扱うこと。

指標2：施設分娩率（専門技能者が付き添う分

娩率）が2015年の44%から55%まで増加す
る。

∙SIGSA 3CS/3PS

指標3：予防接種率が、以下を維持する。

OPV3:     95%

5種混合(DPT、HepB、Hib):  95%

BCG:       95%

∙SIGSA 5C

指標4：

a. 成長モニタリングを受け始める1歳未満児の

割合が2015年の88%から95%まで増加する。

b. 成長モニタリングを受け始める1歳以上2歳

未満児の割合が2015年の88%から95%まで
増加する。
(最低一年に一度は受診していること。）

∙ブックレット 5A

指標5：出生後24時間以内に、80%の母親が
施設で完全母乳育児の指導を受ける。

∙ブックレット 5A

∙産褥婦ファイル

∙SIGSA Web

指標6：成長モニタリングを受けた生後6か月

児の80%が補完食を開始している。

∙ブックレット 5A

指標7：保健省の規範・規則に沿って第4回産

前（36-38週）健診時の体重が適切な範囲の
妊婦の割合が
a. XX%に増加する（初回妊婦健診が12週以
前の場合）。
b.  XX%に増加する（初回妊婦健診が12週を
過ぎた場合）。

∙妊婦ファイル

指標8：

a. 産後（24時間以内）健診を規範・規則に応

じて受けた割合が37%（2016年）から47%まで

増加する。

b. 産後（24-48時間）健診を規範・規則に応じ

て受けた割合が63%（2016年）から73%まで増
加する。

∙産褥婦ファイル

∙SIGSA Web

∙新生児ファイル

キチェ県12市において、妊産婦と2歳未満
児に対する包括ケアの規範・規則に従った
母子保健・栄養サービスが改善される。

保健管区事務所と、指標の
再確認を行い、指標データ
入手手段を明確化した。保留
中であった開始値および目
標値を2016年の実績値を基

に決定した（指標7について
は収集データがないため、
2017年のデータを開始値と
する）。
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指標データ入手手段 外部条件 実績 備考プロジェクト要約 指標

アウトプット

指標1：研修後、保健医療人材が、適時の意
思決定をするためのデータ分析能力が向上
する。

∙出席者リスト
∙情報分析の記録
∙研修の事前・事後試験の結果
∙SIGSA 4, 6

∙BRES (Balance de requisición, envio

de suministros)

∙SIGSA 18 （保健統計掲示および毎月
のカバー率）

・グアテマラ保健省が保健政
策を継続させること。

指標2：市保健管区におけるモニタリング活動

について年間計画の50%を達成する（年間2

回実施）。

・モニタリング・スーパービジョンでの情
報
・市保健管区およびテリトリーに対する
保健管区事務所の分析表（訪問の記
録および/または知見）

2. 三次医療施設と連携して、一次・二次保
健医療施設の母子保健・栄養サービスが
向上する。

指標1：第一次・第二次ケアレベルのスタッフ
への研修後、保健省の規範・規則の知識を有
し、それを適用する割合が80%に増加する。

・研修の事前・事後試験の結果
・プロジェクトで作成されたチェックリス
ト

指標2：産前健診、産後健診において、母子
保健・栄養に関する指導を受ける母親の割合
80%に増加する。

・参加者リスト

指標3：発見された急性栄養不良児の重症例

の100％がリファラルされ、カウンターリファラ

ルが50%に増加する。

・SIGSA

・参加者リスト
・レファラル・カウンターレファラルの記
録

3．母子保健・栄養に関するコミュニティ活
動において、「包括保健モデル」実施のた
めのコミュニティリーダーの参加が増加す
る。

指標1：各コミュニティで実施されるコミュニティ
会合において、母子保健・栄養に焦点を置い
たヘルスプロモーション活動が、（コミュニティ
リーダーと保健医療従事者によって）少なくと
も年1回実施される。

∙会合のアジェンダおよび議事録

指標2：60%のコミュニティが、母子保健・栄養
に焦点を置いた、ハイリスク・緊急支援に係る
住民組織活動を実施する。

・プロジェクトの情報
・議事録、家庭訪問、カウンセリングの
記録フォーマット

∙SIGSA 6 (全プログラム）および保健管
区事務所月報

指標1：保健省が開催する会議で本プロジェク
トの成果と教訓を共有する。

プロジェクトの情報4. プロジェクトの結果が保健省の戦略実施
において認知され、対外的に発信される。

1. イシル保健管区事務所の母子保健・栄
養サービスの運営能力が向上する。

保健管区事務所と、指標の
見直しおよび指標の定義の
明確化を行った。また、保健
管区事務所との協議に基づ
き、開始値および目標値を決
定した。
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指標データ入手手段 外部条件 実績 備考プロジェクト要約 指標

活動 外部条件

日本側 相手国側

前提条件

＜課題と対策＞

0-0. 過去の技術協力プロジェクトのレ
ビューによる現状分析調査、既存のガイド
ラインや教材等の調査、母子保健・栄養
サービスに関するベースライン調査、指標
の設定を行う。

1. 専門家派遣

総括/地域保健、母子保健、栄養改善、ヘル

スプロモーション・住民参加、業務調整/研修
計画
2. 研修実施に必要な投入

3. 研修受入（本邦研修、第三国研修（必要に
応じ））
4. 機材供与

1. カウンターパートの配置

2. キチェ・イシル保健管区事務所での
プロジェクト事務所スペースと事務所
備品の提供

・研修を受けた人材が異動に
ならないこと。

1-1. 一次・二次保健医療施設に対する母
子保健・栄養サービスのモニタリング・スー
パービジョン（以下「SV」と記す。）を定期的
に実施する。
1-2. 5歳未満児の急性栄養不良及び妊産
婦の死亡症例検討会の結果を母子保健・
栄養関連の活動にフィードバックする。

4-1. プロジェクトによる改善と成果を正確に
検証する。
4-2. 保健省が開催する会議でプロジェクト
のグッドプラクティスを発表する。
4-3. プロジェクトのグッドプラクティスを周辺

国に発信する。

2-1. 対象地域で使用されている言語を用
いた教育教材と既存の教材を十分に配備
する。
2-2. 一次・二次保健医療施設に母子保健・
栄養サービスの改善に必要な身体計測お
よび基礎的医療機材を整備する。
2-3. 保健医療施設の保健人材に対する母
子保健・栄養サービスに関する研修を実施
する。
2-4. 研修実施後、研修受講者の知識及び
技術を評価する。
2-5. 妊婦の体格指数（Body Mass Index 、

以下「BMI」と記す。）に応じた妊娠期に適
切な栄養（特にカロリーとタンパク質）に関
する教育計画を提供する。

・グアテマラ政府がプロジェク
トの受け入れと支援をするこ
と。

3-1. 一次・二次保健医療施設と共に、コミュ
ニティリーダーに対する母子保健・栄養研
修を実施する。
3-2. 一次・二次保健医療施設と共に、保健
管区事務所の保健人材が、コミュニティリー
ダーの行う栄養に重点を置いた母子保健・
栄養関連のプロモーション活動の実施を促
進する。
3-3. 定期的な会議等を通じて、コミュニティ
リーダーがコミュニティで実施した活動を発
表する。
※「コミュニティリーダー」とは、保健委員会、宗教的
リーダー、住民組合、ヘルスプロモーター、伝統的
産婆、市民社会組織などで活動する人材を指す。

投入
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